
人 事 委 員 会

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 八 年 四 月 二 十 日

石　 川　 県　 人　 事　 委　 員　 会

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号

　　　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

第 一 条　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「			 

　　 別 表 第 十 知 事 の 事 務 部 局 の 部 本 庁 の 項 中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
を

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
に 改 め る 。

第 二 条　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「			 

　　

別 表 第 十 知 事 の 事 務 部 局 の 部 本 庁 の 項 中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

を

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
に 改 め 、 同 部 中 央 病 院 の 項 中

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
を
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　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
に 改 め 、 同 部 こ こ ろ の 病 院 の 項 中 「 地 域 生 活 支

　 援 部 長 」 の 下 に 「 、 地 域 生 活 支 援 室 長 」 を 加 え 、 同 部 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー の 項 中

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
を

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
に 改 め 、 同 部 土 木 総 合 事 務 所 の 項 中

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
を

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
に 改 め 、 同 表 教 育 委 員 会 の 部 事 務 局 の 項 中

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
を

　 「			 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
に 、 「 教 育 振 興 推 進 室 次 長 」 を 「 県 立 高 校 魅 力

　 化 推 進 室 次 長 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 規

定 は 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 規 定 は 同 月

八 日 か ら 適 用 す る 。
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長 、 遺 伝 子 診 療 室 長 、 が ん 医 療 セ ン タ ー 長 、 救 命 救 急

セ ン タ ー 長 、 血 管 病 セ ン タ ー 長 、 手 術 部 長 、 医 療 技 術

部 長 又 は 栄 養 管 理 室 長 を 兼 ね る 職 に 限 る 。 ）

セ ン ター 長

部 長 （ 管 理 部 長 及 び 総 合 研 究 推 進 部 長 を 除 く 。 ）

部 長 （ 管 理 部 長 及 び 総 合 研 究 推 進 部 長 を 除 く 。 ）

副 　 部 　 長

地 域 調 整 担 当 次 長

事 業 調 整 室 長

復 旧 復 興 課 長

地 域 調 整 担 当 次 長

事 業 調 整 室 長

課 　 　 　 長

三 種人 権 教 育 推 進 室 次 長

文 化 遺 産 活 用 推 進 室 次 長

課 　 　 　 長

三 種

県 立 高 校 魅 力 化 推 進 室 長

人 権 教 育 推 進 室 次 長

文 化 遺 産 活 用 推 進 室 次 長

発行人　〒920－8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

編　集　〒921－8002　石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 　㈱　共　栄　TEL（076）292－2236

令和８年４月 20 日（月曜日） 号　　　　　外2 石 川 県 公 報


